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一　

は
じ
め
に

１　

県
営
住
宅
の
現
状
と
課
題

福
井
県
で
は
、
県
内
８
市
町
に
18
団
地
２
０
５
６

戸
（
平
成
24
年
３
月
末
現
在
。
公
営
住
宅
の
み
の
戸

数
）
の
県
営
住
宅
を
管
理
運
営
し
て
い
る
。
こ
の
う

ち
、
木
造
を
除
く
11
団
地
１
９
７
９
戸
の
県
営
住
宅

の
管
理
に
つ
い
て
は
、
民
間
事
業
者
が
有
す
る
能
力

を
活
用
し
た
入
居
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
や
効
果
的

か
つ
効
率
的
な
運
営
を
目
的
に
平
成
23
年
度
か
ら
指

定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
た
。
指
定
管
理
者
制
度
導

入
に
当
た
っ
て
は
、
指
定
管
理
者
間
で
サ
ー
ビ
ス
向

上
等
を
競
い
合
え
る
よ
う
、
管
轄
エ
リ
ア
を
大
き
く

２
地
域
（
南
北
）
に
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
ご

と
に
指
定
管
理
者
を
選
定
し
、
管
理
運
営
を
委
託
し

て
い
る
。

県
営
住
宅
へ
の
入
居
率
は
、
政
策
的
な
空
き
家
を

除
き
、
概
ね
90
％
台
前
半
を
維
持
し
て
い
る
。
し
か

し
、
高
齢
者
が
約
40
％
を
占
め
る
な
ど
、
10
年
前
に

比
べ
高
齢
者
の
割
合
が
倍
増
し
て
い
る
。

ま
た
、
施
設
の
状
況
と
し
て
は
、
他
の
事
業
主
体

と
同
様
、
昭
和
40
年
・
50
年
代
に
建
設
し
た
団
地
が

数
多
く
あ
り
、
耐
震
化
率
が
70
％
（
平
成
23
年
度
末

現
在
）
に
満
た
な
い
な
ど
、
特
に
入
居
者
の
安
全
安

心
対
策
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
今

後
は
、
高
齢
者
向
け
の
住
戸
改
善
や
屋
上
防
水
、
外

壁
改
修
な
ど
施
設
の
計
画
的
な
修
繕
も
必
要
と
な
る
。

財
政
が
大
変
に
厳
し
い
中
、
長
期
的
な
維
持
管
理

コ
ス
ト
の
低
減
を
見
越
し
た
効
率
的
な
施
設
運
営
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、
現
状
で
あ
る
。

２　

県
営
住
宅
の
今
後
の
運
営
方
針

平
成
24
年
３
月
に
改
定
さ
れ
た
「
福
井
県
住
生
活

基
本
計
画
」
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
状
況
が
反
映
さ

れ
、
県
営
住
宅
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
方
針
で
管
理

運
営
し
て
い
く
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。

①
新
規
建
設
は
行
わ
ず
、
耐
震
化
や
長
寿
命
化
、
バ

リ
ア
フ
リ
ー
化
を
進
め
る
こ
と
で
、
既
存
ス
ト
ッ

ク
を
有
効
活
用
す
る
と
と
も
に
、
長
期
的
な
維
持

管
理
コ
ス
ト
の
縮
減
等
を
図
る
。

②
入
居
に
係
る
収
入
基
準
を
適
切
に
設
定
す
る
こ
と

で
、

（
ア
）	

真
に
住
宅
に
困
窮
す
る
低
額
所
得
者
や
高

齢
者
向
け
に
適
切
に
住
宅
を
供
給
す
る
。

（
イ
）	

子
育
て
世
帯
へ
の
支
援
を
充
実
し
、
子
育

て
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
進
め
る
。

（
ウ
）	

子
育
て
世
代
の
入
居
を
進
め
る
こ
と
で
、

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
世
代
間
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
形
成
を
図
る
。

二　

条
例
改
正
の
主
な
内
容

以
上
の
方
針
の
も
と
に
、
地
域
主
権
一
括
法
に
伴

う
公
営
住
宅
法
の
一
部
改
正
に
よ
る
公
営
住
宅
等
整

備
基
準
お
よ
び
入
居
者
資
格
要
件
に
係
る
所
要
の
規

定
を
整
備
す
る
た
め
の
条
例
改
正
案
を
、
平
成
24
年

２
月
議
会
に
上
程
、
可
決
成
立
し
、
同
年
４
月
１
日

か
ら
施
行
し
た
。

主
な
改
正
事
項
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

１　

公
営
住
宅
等
整
備
基
準

参
酌
基
準
と
さ
れ
た
従
来
の
公
営
住
宅
等
整
備
基

〔先進自治体における施策事例〕

福井県営住宅条例の改正に 
ついて

福井県土木部建築住宅課
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準
（
平
成
10
年
建
設
省
令
第
８
号
）
を
基
本
と
し
て

い
る
。
し
か
し
、前
述
一
２
①
の
運
営
方
針
に
沿
い
、

新
規
建
設
に
係
る
位
置
の
選
定
基
準
に
関
す
る
規
定

に
つ
い
て
は
盛
り
込
ま
な
か
っ
た
。
ま
た
、
改
善
す

る
場
合
に
つ
い
て
も
費
用
縮
減
に
つ
い
て
配
慮
す
る

よ
う
、
規
定
を
新
た
に
追
加
し
た
。

２　

入
居
者
資
格
要
件

（
１
）
同
居
親
族
要
件

改
正
前
の
公
営
住
宅
法
で
は
、
原
則
と
し
て
同
居

親
族
が
あ
る
こ
と
が
入
居
の
要
件
と
さ
れ
、高
齢
者
、

身
体
障
が
い
者
そ
の
他
の
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る

必
要
が
あ
る
者
の
み
、
単
身
で
の
入
居
が
認
め
ら
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
今
回
の
法
改
正
に
よ
り
、
こ
の

同
居
親
族
要
件
が
廃
止
さ
れ
、
条
例
で
引
き
続
き
こ

の
規
定
を
存
続
さ
せ
る
か
ど
う
か
検
討
す
る
こ
と
が

必
要
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
前
述
一
２
②
（
ア
）
の
運
営
方
針
に
沿

い
、
県
営
住
宅
が
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の
役

割
を
幅
広
く
担
う
た
め
、
真
に
住
宅
に
困
窮
す
る
低

額
所
得
者
が
入
居
で
き
る
よ
う
、
同
居
親
族
要
件
を

存
続
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
（
図
表
１
参
照
）。
な
お
、

民
間
賃
貸
住
宅
で
の
入
居
選
別
を
受
け
や
す
い
高
齢

者
や
障
が
い
者
等
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
、
単

身
で
の
入
居
を
可
能
と
し
た
。

（
２
）
収
入
基
準

今
回
の
法
改
正
に
よ
り
、
収
入
基
準
に
つ
い
て
も

条
例
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
収
入
基
準
の
う
ち
月
収
に
係
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
前
述
一
２
②
の
運
営
方
針
に
沿
い
、
真

に
住
宅
に
困
窮
す
る
低
額
所
得
者
（
本
来
階
層
と
い

う
。）
に
つ
い
て
は
、
公
営
住
宅
が
よ
り
公
平
か
つ

的
確
に
供
給
さ
れ
る
よ
う
、
従
来
ど
お
り
月
収

15
万
８
０
０
０
円
（
収
入
分
位
25
％
に
相
当
）
以
下

と
し
た
。

ま
た
、
自
力
で
住
宅
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
な

収
入
が
あ
っ
て
も
、
入
居
拒
否
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
住

宅
の
不
足
等
に
よ
り
、
民
間
賃
貸
住
宅
市
場
に
お
い

て
適
切
な
住
宅
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な
高
齢

者
、
障
害
者
、
未
就
学
児
が
い
る
世
帯
（
以
下
、「
未

就
学
児
世
帯
」
と
い
う
。）
等
（
以
下
、「
裁
量
階
層
」

と
い
う
。）
に
つ
い
て
も
、
従
来
ど
お
り
月
収

21
万
４
０
０
０
円
（
収
入
分
位
40
％
に
相
当
）
ま
で

緩
和
す
る
こ
と
と
し
た
（
図
表
２
参
照
）。

※　
「
収
入
分
位
」
と
は
、
総
務
省
の
家
計
調
査
に
お

い
て
全
世
帯
（
２
人
以
上
世
帯
）
を
収
入
順
位
に
並

べ
、
各
世
帯
が
下
か
ら
何
％
の
範
囲
に
位
置
し
て
い

る
か
を
示
し
た
数
値
を
指
す
。
収
入
分
位
25
％
と

い
っ
た
場
合
に
は
、
収
入
の
低
い
方
か
ら
４
分
の
１

番
目
に
該
当
す
る
収
入
に
相
当
す
る
分
位
を
い
う
。

収
入
基
準
の
月
収
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
も
、
本
来
階
層
、
裁
量
階
層
と
も
に
、
事
業

主
体
が
条
例
で
定
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か

し
、
裁
量
階
層
の
対
象
と
な
る
世
帯
等
（
高
齢
者
世

帯
、
身
障
者
世
帯
、
未
就
学
児
世
帯
等
）
に
つ
い
て

は
、
法
令
で
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
今
回
の

法
改
正
に
よ
り
、
裁
量
階
層
の
対
象
者
や
対
象
世
帯

を
条
例
で
定
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
（
こ
こ
が

大
き
な
ポ
イ
ン
ト
だ
ろ
う
）。

こ
れ
を
機
に
、
本
県
で
は
独
自
に
18
歳
未
満
の
子

ど
も
が
３
人
以
上
い
る
世
帯
（
以
下
、「
多
子
世
帯
」

と
い
う
。）
を
裁
量
階
層
の
対
象
に
加
え
る
条
例
改

正
を
行
っ
た
。

以
下
、
本
県
が
独
自
に
設
け
た
多
子
世
帯
に
関
す

る
改
正
点
を
中
心
に
説
明
し
た
い
。

三　

多
子
世
帯
支
援
に
係
る
背
景
と 

ね
ら
い

本
県
で
は
、
平
成
22
年
３
月
に
「
第
二
次
福
井
県

元
気
な
子
ど
も
・
子
育
て
応
援
計
画
」
を
策
定
し
、

県
民
が
子
ど
も
を
生
み
育
て
や
す
い
地
域
社
会
づ
く

り
を
進
め
、
日
本
一
の
子
育
て
応
援
シ
ス
テ
ム
の
さ

ら
な
る
充
実
を
進
め
て
い
る
。

経
済
的
な
理
由
に
よ
り
、
理
想
の
子
ど
も
の
数
よ

り
実
際
に
持
ち
た
い
子
ど
も
の
数
が
少
な
い
と
の
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
（
参
考
資
料
１
・
２
参
照
）
も

あ
り
、
本
県
で
は
多
く
の
子
ど
も
を
持
つ
家
庭
を
応

援
す
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
強
く
県
民
に
伝
え
る

た
め
、「
ふ
く
い
３
人
っ
子
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

と
し
て
、
経
済
的
な
負
担
感
を
軽
減
す
る
た
め
の
施
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策
（
参
考
資
料
３
参
照
）
を
平
成
18
年
４
月
か
ら
実

施
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
３
子
以
降
の
子
ど
も
に

つ
い
て
は
、
３
歳
に
達
す
る
ま
で
保
育
料
や
病
児
デ

イ
ケ
ア
施
設
等
の
利
用
料
を
原
則
無
料
化
し
て
い
る
。

県
営
住
宅
に
つ
い
て
は
、
一
般
世
帯
や
子
育
て
世

帯
な
ど
大
規
模
家
族
向
け
に
、
３
Ｄ
Ｋ
２
戸
分
を
上

下
ま
た
は
左
右
で
一
つ
の
住
戸
に
改
善
す
る
取
り
組

み
を
順
次
進
め
て
き
て
お
り
、
施
設
面
で
は
多
子
世

帯
の
受
け
入
れ
が
十
分
可
能
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、入
居
の
際
の
収
入
基
準
（
月
収
）

に
つ
い
て
は
、
多
子
世
帯
は
裁
量
階
層
の
対
象
と
さ

れ
て
お
ら
ず
、
同
じ
子
育
て
世
帯
で
あ
っ
て
も
、
未

就
学
児
世
帯
に
対
す
る
優
遇
措
置
に
比
べ
て
大
き
な

差
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
県
営
住
宅
に
お
け
る
子

育
て
世
帯
支
援
の
取
り
組
み
は
、
県
が
進
め
る
子
育

て
施
策
と
の
整
合
性
と
い
う
面
に
お
い
て
明
ら
か
に

バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
た
。

こ
う
し
た
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
は

法
令
の
縛
り
に
よ
り
、
事
業
主
体
独
自
に
裁
量
階
層

の
対
象
者
や
対
象
世
帯
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。

※　

改
正
前
の
公
営
住
宅
法
に
よ
る
裁
量
階
層
世
帯
は
、

未
就
学
児
世
帯
を
含
め
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
な
ど
、

入
居
拒
否
を
受
け
民
間
賃
貸
住
宅
に
入
居
す
る
こ
と

が
困
難
な
世
帯
を
対
象
と
し
て
い
た
。
未
就
学
児
世

帯
に
つ
い
て
は
、
民
間
の
入
居
拒
否
だ
け
で
な
く
、

図表1　同居親族要件に関する要支援世帯数のシミュレーション結果

要支援世帯数 要支援世帯に対応可能な戸数

同居親族要件を撤廃した場合 8,937世帯
5,581戸

同居親族要件を継続した場合 5,582世帯

・	同居親族要件を撤廃することで、要支援世帯数が大幅に増加し、真に住宅に困窮する者の入居を阻害する恐れ
が生じる。

図表２　収入分位（パターンごと）の要支援世帯数のシミュレーション結果

本来階層 裁量階層 要支援世帯数 要支援世帯に対応可能な戸数

10％相当 20％相当 4,807 世帯

5,581 戸

15％相当 25％相当 5,047 世帯

25％相当 40％相当 5,582 世帯

25％相当 40％相当 5,582 世帯

25％相当 50％相当 5,711 世帯

32.5％相当 45％相当 5,853 世帯

・	従来の設定（25%、40%）が一番需給バランスがとれている。

図表３　裁量階層に多子世帯を追加した場合の要支援世帯数のシミュレーション結果

要支援世帯数 要支援世帯に対応可能な戸数

従来の場合 5,582 世帯
5,581 戸

新たに多子世帯を含む場合 5,603 世帯

（注）数十世帯しか増加せず、真に住宅に困窮する低額所得者の入居を阻害しない。
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教
育
費
等
の
負
担
が
大
き
く
、
や
む
を
得
ず
居
住
水

準
の
低
い
住
宅
に
住
ん
で
い
る
場
合
が
多
い
実
態
が

あ
る
と
の
趣
旨
か
ら
、
裁
量
階
層
の
収
入
基
準
が
適

用
さ
れ
て
き
た
。一
方
、多
子
世
帯
に
対
す
る
支
援
は
、

（
抽
選
せ
ず
に
入
居
で
き
る
）
優
先
入
居
の
み
の
取
扱

い
で
あ
り
、
経
済
的
な
負
担
が
大
き
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
収
入
基
準
の
緩
和
は
適
用
対
象
外
で
あ
っ
た
。

今
回
の
法
改
正
を
機
に
、
住
宅
部
局
と
し
て
も
、

多
子
世
帯
の
住
ま
い
に
係
る
経
済
的
な
負
担
感
を
軽

減
さ
せ
る
手
立
て
と
し
て
、
未
就
学
児
世
帯
と
同
様

に
収
入
基
準
を
緩
和
で
き
な
い
か
、
多
子
世
帯
の
入

居
対
象
世
帯
数
の
推
計
や
多
子
世
帯
の
収
入
基
準
を

緩
和
す
る
こ
と
に
伴
う
需
給
バ
ラ
ン
ス
等
に
つ
い
て

内
部
で
検
討
を
進
め
、
支
障
が
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
（
図
表
３
参
照
）。

四　

外
部
委
員
等
と
の
議
論

平
成
23
年
３
月
、
国
に
お
い
て
上
位
計
画
と
な
る

住
生
活
基
本
計
画
（
全
国
計
画
）
の
改
定
が
行
わ
れ
、

福
井
県
で
は
平
成
23
年
度
に
「
福
井
県
住
生
活
基
本

計
画
」の
改
定
を
行
っ
た
。改
定
に
当
た
っ
て
は
、「
福

井
県
住
宅
政
策
懇
話
会
」
を
設
置
し
、
計
画
内
容
に

つ
い
て
協
議
・
検
討
が
行
わ
れ
た
（
委
員
名
簿
、
審

議
経
過
は
、
参
考
資
料
４
の
と
お
り
）。

懇
話
会
で
は
、
県
営
住
宅
に
関
し
て
、
公
的
賃
貸

住
宅
の
適
切
な
供
給
と
い
っ
た
テ
ー
マ
の
中
で
、
対

象
と
す
る
入
居
者
や
供
給
目
標
量
な
ど
、
今
後
の
管

理
運
営
の
あ
り
方
を
中
心
に
議
論
が
行
わ
れ
、
検
討

結
果
が
「
福
井
県
住
生
活
基
本
計
画
」
に
反
映
さ
れ

て
い
る
。

多
子
世
帯
の
収
入
基
準
を
緩
和
す
る
本
県
独
自
の

取
り
組
み
案
に
つ
い
て
は

・
県
が
子
育
て
支
援
施
策
に
特
に
力
を
い
れ
て
い

る
こ
と

・
前
述
し
た
未
就
学
児
世
帯
に
お
け
る
優
遇
措
置

と
の
バ
ラ
ン
ス

・
多
子
世
帯
を
含
む
要
支
援
世
帯
数
の
推
計
か
ら

低
額
所
得
者
や
高
齢
者
な
ど
本
来
階
層
の
入
居

に
支
障
が
生
じ
な
い
と
い
っ
た
検
討
結
果

を
県
か
ら
報
告
し
、
懇
話
会
の
了
承
が
得
ら
れ
た
。

ま
た
、多
子
世
帯
に
係
る
取
り
組
み
だ
け
で
な
く
、

そ
の
他
同
居
親
族
要
件
の
存
続
や
収
入
基
準（
月
収
）

の
設
定
な
ど
に
つ
い
て
も
、こ
う
し
た
議
論
を
経
て
、

条
例
改
正
案
を
最
終
的
に
と
り
ま
と
め
る
作
業
に

入
っ
た
。

な
お
、
後
述
六
「
県
議
会
で
の
議
論
」
の
際
、
懇

話
会
と
し
て
の
最
終
的
な
と
り
ま
と
め
に
は
至
っ
て

い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
第
３
回
（
平
成
23
年
12
月

27
日
）
の
議
論
に
お
い
て
、
県
営
住
宅
の
あ
り
方
に

関
す
る
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
は
了
解
が
得
ら
れ

て
い
た
の
で
、
こ
の
審
議
結
果
を
も
と
に
上
程
に
踏

み
切
る
と
い
う
綱
渡
り
な
状
態
で
あ
っ
た
。

議
会
で
の
議
論
と
平
行
し
て
、「
福
井
県
住
生
活

基
本
計
画
」（
案
）
に
つ
い
て
県
民
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
も
行
っ
た
が
、
県
営
住
宅
の
あ
り
方
に
つ
い

て
特
に
意
見
は
な
か
っ
た
。

五　

他
の
事
業
主
体
（
市
町
）
と
の
調
整

収
入
基
準
等
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
法
改
正
を
契

機
に
、
事
業
主
体
ご
と
に
様
々
な
工
夫
が
で
き
る
と

い
う
利
点
が
あ
る
一
方
で
、
県
内
各
市
町
で
バ
ラ
バ

ラ
な
基
準
が
設
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
逆
に
入
居
者

や
入
居
希
望
者
の
混
乱
を
招
い
た
り
、
公
平
性
の
観

点
か
ら
問
題
が
生
じ
る
お
そ
れ
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
平
成
23
年
６
月
と
11
月
に

県
内
市
町
と
の
連
絡
会
議
を
開
催
し
、
県
の
条
例
改

正
案
お
よ
び
そ
の
改
正
趣
旨
を
説
明
し
、
理
解
と
協

力
を
お
願
い
し
た
。
こ
の
連
絡
会
議
で
は
、
多
子
世

帯
対
応
を
含
む
入
居
者
資
格
要
件
の
改
正
に
つ
い
て

は
、
ほ
と
ん
ど
の
市
町
か
ら
賛
同
を
い
た
だ
き
、
本

県
に
お
け
る
統
一
的
な
基
準
と
し
て
と
り
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
た
。

六　

県
議
会
で
の
議
論

以
上
の
手
順
に
よ
り
条
例
改
正
案
を
と
り
ま
と

め
、
平
成
24
年
２
月
議
会
に
上
程
し
た
。

常
任
委
員
会
等
で
改
正
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
た

際
、
多
子
世
帯
に
係
る
収
入
基
準
を
緩
和
す
る
こ
と

で
、
入
居
希
望
者
が
殺
到
し
、
本
来
階
層
の
入
居
に

支
障
が
生
じ
な
い
の
か
と
い
っ
た
質
問
も
あ
っ
た
。
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こ
の
質
問
に
は
、
推
計
で
は
入
居
対
象
と
な
る
多
子

世
帯
は
県
内
で
数
十
世
帯
で
あ
り
、
需
給
バ
ラ
ン
ス

に
支
障
は
生
じ
ず
、
本
来
階
層
の
入
居
を
阻
害
し
な

い
こ
と
を
説
明
し
、
理
解
が
得
ら
れ
た
。

条
例
改
正
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
成
立
し
、
予

定
ど
お
り
平
成
24
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

七　

最
後
に

県
内
で
公
営
住
宅
の
入
居
対
象
と
な
る
多
子
世
帯

は
約
数
十
世
帯
と
推
計
し
て
お
り
、
今
回
の
改
正
に

よ
る
直
接
的
な
効
果
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

し
か
し
、
子
育
て
支
援
（
特
に
、「
ふ
く
い
３
人
っ

子
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」）
な
ど
本
県
が
重
点
的
に

取
り
組
ん
で
い
る
施
策
に
つ
い
て
、
庁
内
部
局
の
み

な
ら
ず
市
町
と
も
連
携
し
て
そ
の
目
的
を
体
系
的
か

つ
重
層
的
に
実
現
し
て
い
く
と
い
う
ひ
と
つ
の
か
た

ち
（
あ
る
べ
き
姿
）
が
示
せ
た
こ
と
は
意
義
深
い
と

考
え
て
い
る
。

参
考
資
料
１

「
子
育
て
家
庭
の
経
済
状
況
に
関
す
る
調
査
研
究

（
Ｈ
18
・
２
）」（
財
団
法
人　

こ
ど
も
未
来
財
団
）

〈
子
育
て
に
対
す
る
意
識
調
査
〉

「
平
均
65
・
３
％
が
子
育
て
に
負
担
を
感
じ
て
い

る
。」

■ 委員名簿（敬称略）

役 分　野 氏　　名 役　　　　職

会長 学　識
（住環境） 浅

あさ

		見
み

　	泰
やす

		司
し 東京大学	空間情報科学研究センター

センター長　教授

副会長 学　識
（建築史） 吉

よし

		田
だ

　	 純
じゅん

		一
いち

福井工業大学	建築学科主任　教授

委員 住宅産業 辻
つじ

	　千
ち

		鶴
ず

		子
こ

福井県宅地建物取引業協会　理事

委員 福　祉 金
かね

		牧
まき

	　裕
ひろ

		美
み

福井県社会福祉協議会	総括主任

委員 建築設計 田
た

		中
なか

	　諭
ゆ

		美
み

福井県建築士会　理事

委員 行　政 横
よこ

		山
やま

	　義
よし

		博
ひろ

福井県土木部　技幹（建築）

■ 懇話会開催経緯

開催時期 検　討　内　容

第１回 平成23年
８月22日

○住まいを取り巻く状況について
○課題と論点について

第２回 10月21日
○アンケート調査、ヒアリング調査の結果について
○基本理念、目標について
○住宅・宅地政策の方向性について

第３回 12月27日 ○住生活基本計画の概要について
○住宅・宅地施策について

パブリックコメント（平成 24年 2月 24日～ 3月 9日）

第４回 平成24年
３月15日 ○住生活基本計画の最終案について
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「
子
ど
も
の
人
数
が
多
く
な
る
ほ
ど
、
養
育
費
の

負
担
を
理
由
と
す
る
割
合
が
高
く
な
る
。」

「
子
ど
も
を
増
や
す
場
合
、
２
人
目
か
ら
３
人
目

の
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
（
最
大
の
不
安
は
、
子
ど

も
の
養
育
費
が
か
か
る
こ
と
（
43
・
６
％
））。」

参
考
資
料
２

「
福
井
県
の
次
世
代
育
成
支
援
に
関
す
る
調
査
報

告
書
（
Ｈ
21
・
３
）」（
福
井
県
）

・	

理
想
の
子
ど
も
の
数
は
「
３
人
」
が
62
・
４
％
、

「
２
人
」
が
22
・
４
％
。
実
際
に
持
ち
た
い
子
ど

も
の
数
は
、「
２
人
」
が
44
・
４
％
、「
３
人
」

が
40
・
６
％

・	

理
想
の
数
よ
り
実
際
に
持
ち
た
い
子
ど
も
の
数

が
少
な
い
理
由
は
、「
子
ど
も
を
育
て
る
の
に

お
金
が
か
か
る
か
ら
」
が
76
・
８
％

参
考
資
料
３

「
ふ
く
い
３
人
っ
子
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
お

け
る
県
の
主
な
取
組
事
例

・	

第
３
子
以
降
の
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
３
歳
に

達
す
る
ま
で
保
育
料
や
病
児
デ
イ
ケ
ア
施
設
等

の
利
用
料
を
原
則
無
料
化

・	

第
３
子
以
降
の
妊
婦
検
診
費
用
を
県
が
上
乗
せ

助
成
し
無
料
化

参
考
資
料
４

福
井
県
住
宅
政
策
懇
話
会

「
福
井
県
住
宅
政
策
懇
話
会
」
を
開
催
し
、
福
井

県
の
住
宅
・
宅
地
政
策
の
基
本
的
な
方
向
性
を
示
す

住
生
活
基
本
計
画
の
改
定
内
容
に
つ
い
て
、
必
要
な

検
討
や
協
議
を
行
っ
た
。

●第 24 号（2011 年 2 月発売）　定価 1,200 円（税込）
・特集　義務付け・枠付け見直しと条例制定権拡大

地方分権はどう進んだのか　～“義務付け・枠付け見直し”を中心に～
義務付け・枠付けの見直しに伴う自主立法の可能性
　　　～条例制定権拡大をどう生かすか～
義務付け・枠付けの見直しと自治体の役割
　　　～見直しされる総合計画を軸とした地域経営の手法～
“義務付け・枠付け見直し”の影響　～福祉行政を中心に～

・CLOSE UP　先進・ユニーク条例
福岡市における生活交通の確保について　～公共交通空白地等及び	
移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例～

神奈川県自治基本条例
袖ケ浦市企業振興条例

・トピックス
自治体クラウドの全国的展開への課題と取組について

フリーコール（通話料無料）
受付時間：月～金 9時から17時

TEL：0120-953-431
FAX：0120-953-495 URL：http://gyosei.jpWeb

サイト商品に関するご照会・お申込は、  株式会社


